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水質汚濁に係る農薬登録保留基準に関する安全性評価 

及び基準値設定の方針 

 

平成２０年２月２２日 

中央環境審議会土壌農薬部会了承 

 

１．背景 

（１）水質汚濁に係る農薬登録保留基準（以下、「水濁基準」という。）につ

いては、「農薬取締法第３条第１項第４号から第７号までに掲げる場合に該

当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和４６年３月農林省告示３４６

号）を平成１７年８月３日に改正し、平成１８年８月３日に施行したところ。 

（２）これにより、施行日以降に登録申請された農薬については、改正後の基

準が適用されることとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）環境省では、水濁基準を適切に施行するため、平成１７年度に「水質汚

濁に係る環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算定方法検討調査事業」を実施し、

水濁ＰＥＣの算定方法を取りまとめたところであるが、許容一日摂取量（Ａ

ＤＩ）が設定されていない非食用農作物のみに使用される農薬の安全性評価

の方法をはじめとして、個別農薬ごとの安全性評価及び基準値設定の方針を

定める必要がある。 

 

＜補足＞ 

平成１８年８月３日より前にされた登録の申請に関しては、従前の基準を適

＜主な改正内容＞ 

① 水田使用農薬のみならず、非水田使用農薬も含めて原則すべての農薬に

ついて基準値を設定することとした。 

② 基準値の設定にあたっては、飲料水からの農薬暴露に加えて、生物濃縮

係数が5,000を超える農薬については魚介類の摂取による曝露を考慮して

基準値を設定することとした。 

③ 暴露評価の指標として、従来の水田水中における 150 日間の平均濃度に

代わり、当該農薬を使用した場合の公共用水域の水中における予測濃度（以

下、「水濁ＰＥＣ」という。）を用いることとし、水濁ＰＥＣの値が基準

値を超えないこととした。 
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用することとされていることから、改正前の水濁基準に従い基準値を設定する

ことになる。 

 

２．基準値設定の基本的考え方 

基準値は、公共用水域の水質汚濁による農薬暴露がＡＤＩの１０％注）を超

えないこととなるよう、公共用水域の水中における農薬の濃度について、Ａ

ＤＩを基礎として設定することとしている。 
注）ただし、生物濃縮係数（ＢＣＦ）が 5,000 を超える農薬については、飲

料水の摂取による暴露１０％に魚介類の摂取による暴露を５％として加

算し、１５％とする。 

 

 

３．食品安全委員会において安全性評価が行われる農薬に係る基準値設定 

新規登録申請があった農薬、食品衛生法に基づくポジティブリスト制度に

より暫定基準が設定された農薬等、食品安全委員会において安全性評価（食

品健康影響評価）が行われる農薬の水濁基準値設定にあたっては、食品安全

委員会により設定されたＡＤＩを優先して用いることとする。 

ただし、食品安全委員会による食品健康影響評価が未実施の農薬にあって

は、厚生労働省又は環境省が設置した審議会等において設定されたＡＤＩを

用いて基準値を設定できることとする。なお、基準値設定後に当該農薬に係

る食品安全委員会による食品健康影響評価が実施された場合には、必要に応

じて基準値を見直すこととする。 

 

 

４．食品安全委員会において安全性評価が行われない農薬に係る基準値設定 

（１）花卉、樹木、芝等の非食用農作物のみに使用される農薬（以下、「非食

用農作物専用農薬」という。）のように食品安全委員会において安全性評

価が行われない農薬の水濁基準値設定にあたっては、環境省において新た

に安全性評価を実施し、暫定的なＡＤＩを設定することとする。 

（２）このため、環境省水・大気環境局長が設置する検討会として、非食用農

作物専用農薬安全性評価検討会（仮称。以下、「検討会」という。）を設置

することとする。検討会は、動物代謝、植物・土壌代謝、各種毒性等の専

門家で構成することとし、５．に示す手続きに従って、暫定ＡＤＩの設定

を行うものとする。 

（３）なお、非食用農作物専用農薬については食品からの農薬暴露（ＡＤＩの

８０％以下）がないものの、後日食用農作物への適用拡大が行われる可能

性も否定できないこと等を考慮し、食用農作物に用いられる農薬と同様に



3 

 

飲料水からの農薬暴露が暫定ＡＤＩの１０％（ＢＣＦが 5,000 を超える農

薬にあっては魚介類からの農薬暴露もあわせて１５％）を超えないよう、

基準値を設定することとする。 

 

 

５．検討会における安全性評価の手続き 

非食用農作物専用農薬については、農薬の登録申請時に提出が要求される

試験成績のうち、慢性経口投与毒性試験、発がん性試験及び繁殖毒性試験の

提出が求められていないことから、原則として、以下の（１）～（３）に従

い暫定ＡＤＩを設定することとする。 

 

（１）厚生労働省又は環境省が設置した審議会等、ＦＡＯ/ＷＨＯ合同残留農薬

専門家会議（ＪＭＰＲ）等の国際機関、外国政府等が作成した農薬に係る

評価文書等から、慢性経口投与毒性試験等に係る知見を収集し、当該知見

が基準設定根拠として利用可能と判断される場合は、これに適切な安全係

数を用いて暫定ＡＤＩを設定することとする。 

（２）（１）以外の場合には、登録申請者等から提出された亜急性経口投与毒性

試験等の利用可能な試験における無毒性量のうち最小のものに対して、原

則として安全係数１０００（種差１０×個体差１０×毒性試験の一部が不

足していることに対する係数１０）を用いることによって、暫定ＡＤＩを

設定することとする。（参考資料：亜急性経口投与毒性試験等におけるＮ

ＯＡＥＬとＡＤＩとの比較） 

（３）ただし、登録申請者等から慢性経口投与毒性試験等の試験成績が任意に

提出され、当該試験成績が農林水産省が定めるテストガイドラインに準拠

しているか、これに準ずる信頼性があると判断される場合は、（２）の規

定にかかわらず、当該試験成績に適切な安全係数を用いて暫定ＡＤＩを設

定できることとする。 

 

 

６．魚介類への残留基準設定に対応した水濁基準改正後の取扱い 

  食品衛生法に基づく魚介類への残留基準設定に対応した水濁基準の改正後

は、基準値の設定方法が変更されるが、安全性評価については、上記の方針に

準じて実施するものとする。 

 


